
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第１０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年１２月２８日（日） ０５時２５分ごろ 

発生場所 熊本県八代市港町白島三角点から真方位２１４°２６５ｍ付近 

（概位 北緯３２°３０.７０′ 東経１３０°３３.８７′） 

事故等調査の経過  平成２１年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ モーターボート みゆき丸、１.９トン 

   ２９３－３６７８２熊本、個人所有 

Ｂ 漁船 眞
しん

幸
こう

丸、１.５トン 

   ＫＭ３－４５２５８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｃ 漁船 明光
めいこう

丸、０.６トン 

   ＫＭ３－７０４２０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部擦過傷 

Ｂ 操舵室囲壁切断、プロペラ曲損及び左舷中央部擦過傷 

Ｃ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが乗り組み、八代港において北東進中、Ｂ船は、船長Ｂ

ほか１人が乗り組み、Ｃ船を船尾に引き、Ｂ船引船列を構成して西進中、

平成２０年１２月２８日０５時２５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中

央部とが衝突した。 

 衝突の結果、船長Ｂが左腸骨部、腰部、左上腕各挫傷を、甲板員Ｂが左

鎖骨、右上腕各挫傷を負い、船長Ａは負傷しなかった。Ａ船及びＢ船に損

傷を生じた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海面 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、この時間に出港する漁船はいないと思っていた。 

 船長Ｂは、Ａ船の灯火に気付いていたが、Ａ船が避航してくれるものと

思っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船が八代港において北東進中、適切な見張りを

行っていなかったため、西進するＢ船引船列に気付

かず、横切り状態で接近するＢ船引船列に対して避

航船としての行動をとらなかったものと考えられ



る。 

 Ｂ船引船列が、保持船として衝突を避けるための

最善の協力動作をとらなかったものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、八代港において、Ａ船が北東進中、Ｂ船引船列が西進

中、Ａ船が適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船引船列に気付かず

に航行し、また、Ｂ船引船列は、保持船として衝突を避けるための最善の

協力動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




